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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　高炉スラグ微粉末を必須成分とする結合材と、製鋼スラグを必須成分とする骨材と、水
と、を含む材料の混合物を水和反応により固化させて得られる鉄鋼スラグ水和固化体にお
いて、
　前記結合材として、少なくとも、ＪＩＳ　Ａ６２０６に適合した高炉スラグ微粉末と最
大粒径が９０μｍ以上４００μｍ以下の範囲内にある製鋼スラグ微粉末とを用い、
　前記製鋼スラグ微粉末の含有量が、前記高炉スラグ微粉末と前記製鋼スラグ微粉末の含
有量の合計に対して３０質量％以上５０質量％以下であり、
　前記製鋼スラグ微粉末が、転炉スラグ、二次精錬スラグ、溶銑予備処理スラグ、脱燐ス
ラグ及び脱燐・硫スラグからなる群より選択される少なくとも１種の製鋼スラグの微粉末
であることを特徴とする、鉄鋼スラグ水和固化体。
 

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、製鋼スラグ、高炉スラグ微粉末及び水を必須材料とし、これらを練り混ぜ、
水和反応により固化させて得られる鉄鋼スラグ水和固化体に関する。
【背景技術】
【０００２】
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　近年、天然資源の保護やリサイクル材活用の気運の高まりにより、各種の産業施設から
副産する資材を有効活用する動きが活発化している。このような資材として、鉄鋼プロセ
スにおいて副産される鉄鋼スラグがあるが、この鉄鋼スラグは、発生量が多いため、古く
から骨材、路盤材、セメント原料等として用いる取り組みがなされている（例えば、ＪＩ
Ｓ　Ｒ５２１１：高炉セメント、ＪＩＳ　Ａ５０１１：スラグ骨材等）。
【０００３】
　ところが、鉄鋼プロセスのうち製鋼工程で副産される製鋼スラグは、フリーな（遊離の
）ＣａＯやＭｇＯを含み、これらの酸化物が水と反応して膨張する特性を有する。そのた
め、コンクリートのような硬化体への製鋼スラグの適用は、膨張ひび割れの懸念から困難
とされ、リサイクル材の活用を促進する障壁となっていた。
【０００４】
　このような中、製鋼スラグのリサイクル材活用を促進するために、例えば、特許文献１
～４において、硬化体の中で膨張割れを起こさない製鋼スラグを区分するための安定性の
評価方法や品質基準が開示されている。また、高炉スラグやセメントを硬化材として用い
るとともに、製鋼スラグを骨材として用い、コンクリートと同様の調合設計及び取り扱い
を可能とした鉄鋼スラグ水和固化体（以下、単に「水和固化体」と称する場合もある。）
が開発され、以下の非特許文献１に示す技術マニュアルが開示されるに至った。
【０００５】
　このような製鋼スラグを用いた水和固化体においては、粒径５ｍｍ以下の製鋼スラグは
、フレッシュ時のワーカビリティーを悪くするために使用が敬遠され、水和固化体に特殊
な機能を付加する場合にしか使用されてこなかった。このような粒径５ｍｍ以下の製鋼ス
ラグの使用法として、例えば、特許文献５には、製鋼スラグの膨張の影響を回避しつつ、
スラグ硬化体として必要な強度発現を得るために、粉粒分である１．１８ｍｍ以下の溶銑
予備処理スラグを所定量混合する技術が開示されている。
【０００６】
　この特許文献５に記載された技術は、硬化体中において製鋼スラグが膨張して硬化体が
膨張崩壊（膨張割れ）を起こす問題を解決するために考案されたものであり、硬化体の膨
張崩壊の原因を製鋼スラグ中のフリーのＭｇＯ（以下、「ｆ－ＭｇＯ」）の濃度であると
して、ｆ－ＭｇＯを含有しない製鋼スラグである溶銑予備処理スラグを用いることとした
ものである。ただし、単に溶銑予備処理スラグを用いただけでは、コンクリート並みの強
度を発現しないため、特許文献５の技術では、通常では使用し難い粉粒状の製鋼スラグの
混合を含めた種々の手段を講じることで、製鋼スラグの膨張割れの問題を回避しつつ、強
度発現も十分確保できる、としている。すなわち、特許文献５では、水と混合する成分を
（１）粒径１．１８ｍｍ以下の溶銑予備処理スラグの含有率を１５～５５ｍａｓｓ％
（２）高炉スラグ微粉末の含有率を５～４０ｍａｓｓ％
とすることが提案されている（請求項１）。
【０００７】
　さらに、以下の方法も提案されている。
（３）ポゾラン物質としてフライアッシュを用いる方法（請求項２、３）
（４）アルカリ金属を添加する方法（請求項４）
（５）ナフタレンスルホン酸系混和剤を添加する方法（請求項５）
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２００４－３０１６８６号公報
【特許文献２】特開２００４－３０１６９４号公報
【特許文献３】特開２００４－３０１７４７号公報
【特許文献４】特開２００４－３０１５３１号公報
【特許文献５】特開２００１－２７０７４６号公報
【非特許文献】



(3) JP 6080340 B2 2017.2.15

10

20

30

40

50

【０００９】
【非特許文献１】財団法人　沿岸技術研究センター、「鉄鋼スラグ水和固化体技術マニュ
アル－製鋼スラグの有効利用技術－（改訂版）、２００８年２月
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　上記特許文献５の技術の目的は、製鋼スラグの膨張割れの問題を回避しつつ、強度発現
も十分確保できる水和硬化体を得ることにある。ここで、特許文献５において粒径１．１
８ｍｍ以下の製鋼スラグを用いる目的は、硬化体の強度発現を確保することのみにあり、
この強度発現効果を補うものとして、ポゾラン物質、アルカリ金属、混和剤の添加が位置
付けられている。
【００１１】
　ところで、鉄鋼スラグは、製造過程での急冷や脱ガスの影響により、表面形状が悪く、
吸水率が大きいため、水和固化体に用いた場合、所定の流動性を得るための単位水量が増
大する、という問題があった。水和固化体における強度支配因子は、コンクリートと同様
に、結合材と水との質量比と考えられており、単位水量が増大すると、結合材量が増大す
ることにより、コストの増大が誘因される。結合材量を抑えるためには、適切な界面活性
剤を用いることが必要となるが、より効果の大きな高性能の界面活性剤（減水剤）はコス
トが高いという問題がある。この問題を回避するために単位水量を抑えた調合にすると、
水和固化体の製造時に、流動性低下によりフレッシュ時のワーカビリティーが著しく低下
し、所定品質での施工ができない、という問題があった。
【００１２】
　また、製鋼スラグを用いた水和固化体は、乾燥時の体積収縮量（乾燥収縮量）が大きい
と言われており、乾燥収縮によるひび割れが生じる場合があることから、水和固化体の耐
久性の面でも劣位にあるとされている。
【００１３】
　しかし、製鋼スラグを用いた水和固化体において、製造時の流動性を改善する技術や乾
燥収縮量を低減させる技術はこれまでに提案されておらず、リサイクル材の活用促進を図
る上でも、上述した問題を解決する手段が切望されていた。
【００１４】
　そこで、本発明は、上記問題に鑑みてなされたものであり、本発明の目的は、製鋼スラ
グを用いた鉄鋼スラグ水和固化体において、製造時の流動性を改善するとともに、乾燥収
縮量を低減させることにある。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　本発明者らは、上記課題を解決するために鋭意研究を重ねた結果、従来扱い難いとされ
てきた粒径の小さな製鋼スラグをさらに微粉砕して粉状にして所定量配合することにより
、製造時の流動性の改善や乾燥収縮量の低減が可能となることを見出し、この知見に基づ
いて本発明を完成するに至った。
【００１６】
　すなわち、本発明によれば、高炉スラグ微粉末を必須成分とする結合材と、製鋼スラグ
を必須成分とする骨材と、水と、を含む材料の混合物を水和反応により固化させて得られ
る鉄鋼スラグ水和固化体において、前記結合材として、少なくとも、ＪＩＳ　Ａ６２０６
に適合した高炉スラグ微粉末と最大粒径が９０μｍ以上４００μｍ以下の範囲内にある製
鋼スラグ微粉末とを用い、前記製鋼スラグ微粉末の含有量が、前記高炉スラグ微粉末と前
記製鋼スラグ微粉末の含有量の合計に対して３０質量％以上５０質量％以下であり、前記
製鋼スラグ微粉末が、転炉スラグ、二次精錬スラグ、溶銑予備処理スラグ、脱燐スラグ及
び脱燐・硫スラグからなる群より選択される少なくとも１種の製鋼スラグの微粉末である
、鉄鋼スラグ水和固化体が提供される。
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【発明の効果】
【００１８】
　本発明によれば、製鋼スラグを用いた鉄鋼スラグ水和固化体において、結合材として用
いる高炉スラグ微粉末の一部を最大粒径が４００μｍ以下の製鋼スラグ微粉末に置換する
ことにより、製造時の流動性を改善するとともに、乾燥収縮量を低減させることが可能と
なる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本実施例の製鋼スラグ微粉末として用いた転炉スラグの粒度分布を示すグラフで
ある。
【図２】本実施例の製鋼スラグ微粉末として用いた二次精錬スラグの粒度分布を示すグラ
フである。
【図３】本実施例の製鋼スラグ微粉末として用いた溶銑予備処理スラグの粒度分布を示す
グラフである。
【図４】本実施例の製鋼スラグ微粉末として用いた脱燐・脱硫スラグの粒度分布を示すグ
ラフである。
【図５】本実施例の製鋼スラグ微粉末として用いた脱燐スラグの粒度分布を示すグラフで
ある。
【図６】モルタル試験における製鋼スラグ微粉末の最大粒径と強度との関係の一例を示す
グラフである。
【図７】モルタル試験における製鋼スラグ微粉末の５０％通過粒径と強度との関係の一例
を示すグラフである。
【図８】モルタル試験における製鋼スラグ微粉末の粉末度と強度との関係の一例を示すグ
ラフである。
【図９】モルタル試験における骨材の種類の強度の影響の一例を示すグラフである。
【図１０】モルタル試験における製鋼スラグ微粉末の添加量と材齢３日目の強度との関係
の一例を示すグラフである。
【図１１】モルタル試験における製鋼スラグ微粉末の添加量と材齢２８日目の強度との関
係の一例を示すグラフである。
【図１２】モルタル試験における製鋼スラグ微粉末の添加（４３質量％）の乾燥収縮量へ
の影響の一例を示すグラフである。
【図１３】モルタル試験における製鋼スラグ微粉末の添加（９９質量％）の乾燥収縮量へ
の影響の一例を示すグラフである。
【図１４】固化体試験における製鋼スラグ微粉末の添加量とスランプ値との関係の一例を
示すグラフである。
【図１５】固化体試験における製鋼スラグ微粉末の添加の有無によるスランプの違いの一
例を示す写真である。
【図１６】固化体試験における製鋼スラグ微粉末を４３質量％添加した場合の材齢（日）
と強度との関係の一例を示すグラフである。
【図１７】固化体試験における製鋼スラグ微粉末を１００質量％（高炉スラグ微粉末を無
添加）添加した場合の材齢（日）と強度との関係の一例を示すグラフである。
【図１８】固化体試験における製鋼スラグ微粉末の添加量と材齢７日目の強度との関係の
一例を示すグラフである。
【図１９】固化体試験における製鋼スラグ微粉末の添加量と材齢２８日目の強度との関係
の一例を示すグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　以下に添付図面を参照しながら、本発明の好適な実施の形態について詳細に説明する。
【００２１】
［鉄鋼スラグ水和固化体の構成］
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　まず、本発明の好適な実施形態に係る鉄鋼スラグ水和固化体の構成について詳細に説明
する。本実施形態に係る鉄鋼スラグ水和固化体は、製造時における流動性（フレッシュ時
のワーカビリティー）を改善し、乾燥収縮量を低減させることが可能なものである。
【００２２】
（水和固化体の概要）
　一般に、鉄鋼スラグ水和固化体は、製鉄プロセスで副産物として生成される製鋼スラグ
、高炉スラグ微粉末及び水を必須成分とし、これらの材料を混練して水和反応により固化
させたものである。また、鉄鋼スラグ水和固化体は、その成分として、必要に応じて、ア
ルカリ刺激材、フライアッシュ、細骨材相当の高炉水砕スラグ等を含んでいてもよい。鉄
鋼スラグ水和固化体は、アルカリ刺激材の種類と量によってＩ種及びＩＩ種の２種類に大
別され、また、各種別は、骨材として使用する製鋼スラグの分量によってＡ及びＢの２種
類に区分される。
【００２３】
　本実施形態に係る水和固化体は、上記のような鉄鋼スラグ水和固化体であって、結合材
として用いる高炉スラグ微粉末のうちの所定量を最大粒径が４００μｍ以下の製鋼スラグ
微粉末に置換したものである。以下、本実施形態に係る水和固化体に含まれる各成分につ
いて詳細に説明する。
【００２４】
（製鋼スラグ）
　製鋼スラグは、溶銑やスクラップ等を精錬して鋼を製造する製鋼工程で生成される、Ｃ
ａＯ、ＳｉＯ２、Ａｌ２Ｏ３等を主成分とする無機物であり、水和固化体において骨材と
して使用される材料である。また、製鋼スラグは、水分の存在下でＣａ２＋とＯＨ－を放
出し、高炉スラグ微粉末の水和硬化を加速させるアルカリ刺激材としても作用する。さら
に、フライアッシュによるポゾラン反応のＣａ供給源としても作用する。水和固化体中の
製鋼スラグ量は、水和固化体の単位体積質量及びワーカビリティーを考慮して定められる
が、通常は、６０質量％以上の含有量とされる。
【００２５】
　ここで、本実施形態に係る水和固化体に用いられる製鋼スラグとしては、上記非特許文
献１で規定されているように、粉化率２．５％以下、ＭｇＯ含有率８．５％以下、最大粒
径２５ｍｍ以下という品質を満たした製鋼スラグを用いることが好ましい。なお、粉化率
とは、８０℃連続１０日の水浸処理により製鋼スラグに生じた粉化スラグ量を示した割合
であり、上記非特許文献１に記載の方法を用いて算出される。また、ＭｇＯ含有率は、製
鋼スラグ中に含まれるｆｒｅｅ－ＭｇＯ（遊離マグネシア）の度合いを示す指標であり、
ＪＩＳ　Ｍ８２０５（「鉄鉱石－蛍光Ｘ線分析方法」）に規定された定量方法を利用して
、上記非特許文献１に記載された方法により算出される。また、最大粒径は、ＪＩＳ　Ａ
１１０２（「骨材のふるい分け試験方法」）に規定された方法により測定された値である
。
【００２６】
　また、水和固化体において骨材として用いられる製鋼スラグには、水和固化体中での製
鋼スラグの膨張を防ぐために、後述する製鋼スラグ微粉末とは異なり、エージング処理が
施されたものを用いる。エージングとは、製鋼スラグ中のｆｒｅｅ－ＣａＯ（遊離石灰）
やｆｒｅｅ－ＭｇＯなどの未反応物質を反応させるために、一定期間暴露する処理であり
、露天で長期間雨露にさらす自然エージングや、強制的に高温蒸気と反応させる蒸気エー
ジングがある。一般に、自然エージングを６ヶ月以上、あるいは蒸気エージングを３～７
日間程度実施することにより、水和固化体に適用可能な粉化率の基準を満たすようにでき
る。
【００２７】
（高炉スラグ微粉末）
　高炉スラグ微粉末は、溶鉱炉で銑鉄と同時に生成される溶融状態の高炉スラグを水によ
って急冷した後に乾燥及び粉砕したもの、またはこれにセッコウを添加したものである。
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高炉スラグ微粉末は、水の存在下で弱い水硬性を持ち、また、水酸化カルシウムなどのア
ルカリ性物質の刺激により強い水硬性を示す。このように、高炉スラグ微粉末は、アルカ
リ刺激材の存在下で水和反応が促進されて硬化現象を示すことから、水和固化体において
結合材として使用される。
【００２８】
　また、高炉スラグ微粉末は、その粉末度や含有成分などによって水和特性や強度の発現
特性などが異なる場合があることから、水和固化体の品質を安定して得るために、水和固
化体に用いる高炉スラグ微粉末としては、ＪＩＳ　Ａ６２０６（「コンクリート用高炉ス
ラグ微粉末」）に適合したものが用いられる。なお、高炉スラグ微粉末の含有量は、水和
固化体の必要な性能と適切なワーカビリティーが得られるように、試験によって定めれば
よい。
【００２９】
（製鋼スラグ微粉末）
　本実施形態に係る水和固化体においては、結合材として、上記高炉スラグ微粉末の一部
に換えて製鋼スラグ微粉末を使用する。本実施形態における製鋼スラグ微粉末は、最大粒
径が４００μｍ以下の製鋼スラグの粉末であり、水和固化体の製造過程における流動性を
改善させるとともに、水和固化体の乾燥収縮量を低減させる目的で使用される材料である
。
【００３０】
＜製鋼スラグ微粉末の粒径＞
　この製鋼スラグ微粉末を最大粒径４００μｍ以下としたのは、この製鋼スラグ微粉末を
結合材として用いた場合、水和固化体の乾燥収縮量を低減させることもできるためである
。なお、製鋼スラグ微粉末の最大粒径（粒度分布）は、レーザー粒度分布測定機などを用
いて測定することができる。
【００３１】
＜製鋼スラグ微粉末の含有量＞
　また、本実施形態に係る水和固化体に用いる製鋼スラグ微粉末の含有量は、高炉スラグ
微粉末と製鋼スラグ微粉末の含有量の合計に対して１０質量％以上５０質量％以下である
。製鋼スラグ微粉末の含有量を１０質量％以上とすることにより、水和固化体の製造過程
における流動性を改善させ、単位水量を低減させることができる。また、製鋼スラグ微粉
末の含有量を１０質量％以上とすることにより、水和固化体の乾燥収縮量を低減させるこ
とができる。一方、製鋼スラグ微粉末の含有量が５０質量％を越えると、水和固化体の強
度低下が顕著となる傾向があるため、強度確保の観点から、製鋼スラグ微粉末の含有量は
、５０質量％以下とする。
【００３２】
＜製鋼スラグ微粉末の物性＞
　本実施形態で結合材として使用する製鋼スラグ微粉末は、上述した骨材として使用する
製鋼スラグとは異なり、粉化率２．５％以下、ＭｇＯ含有率８．５％以下のものを用いる
必要はない。
【００３３】
＜エージング処理の有無＞
　また、本実施形態で結合材として使用する製鋼スラグ微粉末は、上述した骨材として使
用する製鋼スラグとは異なり、粒径が小さいため、膨張しても水和固化体の割れへの影響
はほとんどないため、エージング処理前の製鋼スラグを粉砕して用いてもよい。特に、水
和固化体の乾燥収縮量の低減という観点からは、エージング処理が施されていないものを
使用した方が好ましい。
【００３４】
＜製鋼スラグ微粉末の種類＞
　また、製鋼スラグ微粉末の種類は、上述した最大粒径及び含有量の範囲にあるものであ
れば特に限定はされず、本実施形態に係る製鋼スラグ微粉末としては、例えば、転炉スラ
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グ、二次精錬スラグ、溶銑予備処理スラグ、脱燐スラグ及び脱硫スラグからなる群より選
択される少なくとも１種の製鋼スラグの微粉末を用いることができる。
【００３５】
（水）
　水は、水和固化体の固化のために必要であり、また、施工において、十分なワーカビリ
ティーを確保するためにも必要な材料である。また、水の添加量は、水和固化体の必要な
性能と適切なワーカビリティーが得られるように、試験によって定めればよいが、強度、
耐久性などの性能を十分に確保するためには、コンクリートと同様に使用量をできるだけ
少なくすることが重要である。また、水和固化体に用いる水には、有害な不純物が含まれ
ていてはならないことから、上水道水、ＪＳＣＥ－Ｂ　１０１（「コンクリート用練混ぜ
水の品質規格」）またはＪＩＳ　Ａ５３０８附属書９（「レディーミクストコンクリート
の練混ぜに用いる水」）に適合したものが用いられる。
【００３６】
（アルカリ刺激材）
　アルカリ刺激材は、高炉スラグ微粉末の水和反応を加速させるために添加するアルカリ
性物質のことで、例えば、消石灰、各種セメントなどのＣａ系アルカリ刺激材が必要に応
じて使用される。具体的には、鉄鋼スラグ水和固化体Ｉ種に用いるアルカリ刺激剤として
は、Ｃａ（ＯＨ）２またはＣａＯを含んだ品質の確かめられたもので、かつ、鉄鋼スラグ
水和固化体の性能を満足するものであることが試験などにより確認されたものを使用する
。また、鉄鋼スラグ水和固化体ＩＩ種に用いるアルカリ刺激剤としては、ＪＩＳ　Ｒ５２
１０（「ポルトランドセメント」）及びＪＩＳ　Ｒ５２１１（「高炉セメント」）に適合
したものが用いられる。
【００３７】
　なお、製鋼スラグも高炉スラグ微粉末のアルカリ刺激作用を有するため、鉄鋼スラグ水
和固化体は、製鋼スラグ、高炉スラグ微粉末及び水だけでも固化（硬化）するが、さらに
、消石灰、セメント等のアルカリ刺激材を添加すると、より早く固化させることができる
。また、アルカリ刺激材は、フライアッシュのポゾラン反応を促進する作用も有する。
【００３８】
（フライアッシュ）
　フライアッシュは、鉄鋼スラグ水和固化体の付加的な結合材として、必要に応じて使用
される材料である。フライアッシュは、Ｃａ（ＯＨ）２とポゾラン反応を起こし硬化する
ことから、水和固化体の結合材として作用する。このようなフライアッシュを用いると、
長期材齢での強度向上、水に浸したときに水和固化体から溶出するアルカリ成分量の低減
、フレッシュな状態におけるワーカビリティー改善の効果がある。フライアッシュは、そ
の粉末度や含有成分などによって水和特性、強度の発現特性、ワーカビリティーなどに影
響するため、水和固化体の品質を安定して得るために、ＪＩＳ　Ａ６２０１（「コンクリ
ート用フライアッシュ」）に適合したもの、または相当品が用いられる。
【００３９】
　なお、本実施形態に係る水和固化体においては、フライアッシュを結合材としてではな
く、細骨材相当の材料として使用してもよい。
【００４０】
（高炉水砕スラグ）
　高炉水砕スラグは、銑鉄を製造する製銑過程で生成する溶融状態の高炉スラグを、水に
よって急冷し、細粒化したもので、弱い水硬性を有する。高炉水砕スラグは、鉄鋼スラグ
の水和固化体には、細骨材相当の材料として、必要に応じて使用される。ただし、高炉水
砕スラグは、その粒度や形状などによって水和特性、強度の発現特性、ワーカビリティー
などに影響するため、水和固化体の品質を安定して得るために、ＪＩＳ　Ａ６２０６（「
コンクリート用高炉スラグ微粉末」）の原材料に用いるもの、またはＪＩＳ　Ａ５０１１
－１（「コンクリート用スラグ骨材－第１部：高炉スラグ骨材」）に適合したものが用い
られる。
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（その他の材料）
　その他、本実施形態に係る水和固化体には、混和剤や細骨材及び粗骨材などの材料が含
まれていてもよい。混和剤は、水和固化体に使用する単位水量の調節及び空気量の調節等
に用いる材料であり、コンクリート用のＡＥ剤、ＡＥ減水剤及び高性能ＡＥ減水剤などが
使用される。また、水和固化体に用いる製鋼スラグ以外の骨材は、細骨材相当の高炉水砕
スラグ及び天然骨材等であるが、高炉水砕スラグを除く骨材は、土木学会「コンクリート
標準示方書［施工編］」によるものが用いられる。
【００４２】
　なお、本実施形態に係る水和固化体の必須成分としては、製鋼スラグ、高炉スラグ微粉
末、製鋼スラグ微粉末及び水であるが、本発明者は、これら以外の成分（例えば、高炉水
砕スラグ、フライアッシュ、アルカリ刺激材等）が含まれていたとしても、本実施形態に
おける流動性の改善効果や乾燥収縮量の低減硬化に関しては同等の効果が得られることを
確認している。
【００４３】
［鉄鋼スラグ水和固化体の製造方法］
　以上、本実施形態に係る鉄鋼スラグ水和固化体の構成について詳細に説明したが、続い
て、このような本実施形態に係る鉄鋼スラグ水和固化体の製造方法について説明する。
【００４４】
（製造方法の流れ）
　本実施形態に係る水和固化体の製造方法では、まず、製鋼スラグに、高炉スラグ微粉末
と最大粒径が４００μｍの製鋼スラグ微粉末とを添加し、水とともに混練し、固化させる
。混練の際、製鋼スラグ微粉末の添加量は、上述したように、高炉スラグ微粉末の添加量
と製鋼スラグ微粉末の添加量の合計に対して、１０質量％以上５０質量％以下とする。ま
た、必要に応じて、高炉水砕スラグ、フライアッシュ、アルカリ刺激材などを追加して配
合する。その後、型枠への打込み、養生などの段階を経て、鉄鋼スラグ水和固化体が製造
される。
【００４５】
（水和固化体の硬化メカニズム）
　ここで、混練の際に水和固化体材料が固化（硬化）するメカニズムは、以下の通りであ
る。すなわち、上述した各種材料を練り混ぜることで、製鋼スラグに含まれる成分の一つ
である水酸化カルシウム分が水へ溶解し、高炉スラグ微粉末をアルカリ刺激する。これに
より、高炉スラグ微粉末の非晶質相に含まれるＳｉ、Ａｌ、Ｃａといった元素が水和反応
して硬化する。また、水和固化体の材料としてフライアッシュが添加されている場合には
、フライアッシュがＣａと反応するポゾラン反応によっても、上記材料の硬化が促進され
る。また、消石灰やポルトランドセメントに代表されるセメントがアルカリ刺激材として
添加されることで、上記反応が更に促進されることとなる。
【実施例】
【００４６】
　以下、実施例に基づいて、本発明に係る鉄鋼スラグ水和固化体についてさらに具体的に
説明する。
【００４７】
　本発明の実施例及び比較例で使用した製鋼スラグ微粉末としては、下記の表１に示す物
性を有するものを用いた。これらの最大粒径は９０～４００μｍ、５０％通過粒径は６．
２３～１８．３９μｍ、粉末度（ブレーン法による比表面積）は５５０～４３４０ｃｍ２

／ｇである。参考までに、それぞれの製鋼スラグ微粉末の粒度分布を図１～５に示した。
【００４８】
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【表１】

【００４９】
　本実施例及び比較例について行った試験の試験条件を下記表２に示す。試験は、モルタ
ル試験にて製鋼スラグ微粉末を用いた場合の圧縮強度および乾燥収縮率の調査を行い、ま
た、粗骨材を含む固化体試験にて製鋼スラグ微粉末を用いた場合の圧縮強度および流動性
の調査を行った。なお、以下の試験において、例えば、「３日圧縮強度」または「３日強
度」とあるのは、材齢３日目における圧縮強度のことを示している。また、強度指数とは
、鉄鋼スラグ水和固化体の材齢２８日強度の指標となるもので、一般に（ＢＰ＋ＣＨ＋２
ＮＰ＋０．３５ＦＡ）／Ｗ（ＢＰ：高炉スラグ微粉末、ＣＨ：消石灰、ＮＰ：普通ポルト
ランドセメント、ＦＡ：フライアッシュ、Ｗ：水和固化体の質量）で表されるが、本実施
例では、ＣＨ、ＮＰ、ＦＡを使用しておらず、ＳＰ（製鋼スラグ微粉末）を使用している
ことから、強度指数を（ＢＰ＋ＳＰ）／Ｗで表すこととした。また、圧縮強度の測定は、
ＪＩＳ　Ａ　１１０８「コンクリートの圧縮強度試験法」に準じて行い、乾燥収縮率の測
定は、ＪＩＳ　Ａ　１１９２「モルタル及びコンクリートの長さ変化試験方法」の第３部
の「ダイヤルゲージ法」に準じて行い、スランプ値の測定は、ＪＩＳ　Ａ　１１０１「コ
ンクリートのスランプ試験方法」に準じて行った。
【００５０】
【表２】

【００５１】
（モルタル試験）
（１）試験条件
　実施例及び比較例における材料の配合は、下記表３に示す配合にて行った。配合設定の
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考え方は以下の通りである。
【００５２】
　まず、本発明の水和固化体の基本的な材料の組合せである、水と高炉スラグ微粉末、製
鋼スラグからなる混合物に製鋼スラグ微粉末を加えることの効能を確認するため、製鋼ス
ラグ微粉末の種類と添加量を変化させる配合ケースを設定した（表３のＮｏ．２～４、６
～７、９～１０、１２～１３、１５～１６を参照）。
【００５３】
　次に、従来技術は、製鋼スラグ微粉末を用いない水和固化体であるため、この水和固化
体と本発明の水和固化体との違いを確認するため、水、高炉スラグ微粉末、製鋼スラグに
よる配合ケースを比較例として設定した（表３のＮｏ．１を参照）。
【００５４】
　さらに、骨材として用いる製鋼スラグの構成材料としての効果を立証するため、比較例
として天然砂を骨材として用いた配合ケースを検討した（表３のＮｏ．５、８、１１、１
４、１７を参照）。
【００５５】
　なお、表３中の「製鋼スラグ微粉末の添加量」とは、高炉スラグ微粉末と製鋼スラグ微
粉末の合計の質量に対する製鋼スラグ微粉末の配合割合（質量％）のことを意味する。
【００５６】
【表３】

【００５７】
（２）製鋼スラグ微粉末の粒径と強度の関係
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　初めに、製鋼スラグ微粉末の粒径の適切な範囲について検討した結果について説明する
。なお、本検討においては、製鋼スラグ微粉末の添加量を、高炉スラグ微粉末と製鋼スラ
グ微粉末の合計の添加量に対して４３質量％とした。
【００５８】
　図６に、製鋼スラグ微粉末の最大粒径と圧縮強度との関係について検討した結果を示す
。この結果から、本発明の製鋼スラグ微粉末の最大粒径が４００μｍ以下の範囲では、強
度変化はほとんどないことがわかった。
【００５９】
　参考までに、図７に、製鋼スラグ微粉末の５０％通過粒径と圧縮強度との関係を、図８
に製鋼スラグ微粉末の粉末度と圧縮強度との関係を示したが、どのパラメータにおいても
、強度変化は小さいことがわかった。この結果は、製鋼スラグ微粉末の粒度が、一定範囲
にあれば、製鋼スラグの成分や活性度は、強度に影響しないことを示している。
【００６０】
（３）使用骨材の組合せ
　次に、鉄鋼スラグ水和固化体の材料の適切な組合せについて検討した結果について説明
する。なお、本検討においては、製鋼スラグ微粉末の添加量を、高炉スラグ微粉末と製鋼
スラグ微粉末の合計の添加量に対して４３質量％とした。
【００６１】
　図９に使用した骨材の種類と圧縮強度との関係を示す。この結果より、骨材を天然砂に
すると強度発現が極端に悪くなることがわかった。高炉スラグ微粉末の潜在的な水硬性を
発揮させるためには、骨材として製鋼スラグを用いる、すなわち、本発明に係る水和固化
体における材料の組合せとする必要がある。
【００６２】
（４）製鋼スラグ微粉末添加量と強度
　次に、製鋼スラグ微粉末の添加量の適切な範囲について検討した結果について説明する
。
【００６３】
　図１０及び図１１に、高炉スラグ微粉末と製鋼スラグ微粉末の合計の質量に対する製鋼
スラグ微粉末の配合割合（質量％）（以降、「製鋼スラグ微粉末の添加量」と記載する場
合がある。）と圧縮強度との関係を示す。図１０は、材齢３日目の圧縮強度を測定した結
果、図１１は、材齢２８日目の圧縮強度を測定した結果を示している。図１０及び図１１
に示すように、材齢に関係なく、製鋼スラグ微粉末の添加量が５０質量％を超えると、圧
縮強度の低下が顕著となる傾向が見受けられる。そこで、水和固化体の強度を確保する観
点からは、製鋼スラグ微粉末の添加量は、高炉スラグ微粉末と製鋼スラグ微粉末の合計の
添加量に対して５０質量％以下とすべきと考えられる。
【００６４】
（５）製鋼スラグ微粉末の添加による乾燥収縮量の低減効果
　次に、本発明に係る水和固化体における製鋼スラグ微粉末の添加による乾燥収縮量への
影響について検討した結果について説明する。
【００６５】
　図１２及び図１３に、製鋼スラグ微粉末を添加した場合の乾燥収縮量の経時変化の一例
を示す。図１２は、製鋼スラグ微粉末の添加量を４３質量％とし、図１３は、製鋼スラグ
微粉末の添加量を９９質量％とした例である。水和固化体では、硬化後のひび割れ等に対
する耐久性を確保する観点から、できるだけ少ない乾燥収縮量とすることが求められるが
、製鋼スラグ微粉末を添加することで、乾燥収縮量が著しく低減されることがわかった。
乾燥収縮量の抑制の観点のみからすれば、製鋼スラグ微粉末の添加量を多くした方がより
効果は大きいと推定される。ただし、水和固化体の強度発現との両立を図る観点から、製
鋼スラグ微粉末の添加量は、高炉スラグ微粉末と製鋼スラグ微粉末の合計の添加量に対し
て５０質量％以下とすることが必要であることがわかった。
【００６６】
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（固化体試験）
（１）試験条件
　骨材として用いる製鋼スラグに最大粒径５ｍｍ超の粗粒分を加えた固化体について試験
を実施した。実施例及び比較例における材料の配合は、下記表４に示す配合にて行った。
配合設定の考え方は以下の通りである。
【００６７】
　まず、本発明の水和固化体の基本的な材料の組合せである、水と高炉スラグ微粉末、製
鋼スラグ（粒径５ｍｍ以下、５ｍｍ超の双方とも使用）からなる混合物に製鋼スラグ微粉
末を加えることの効果を確認するため、製鋼スラグ微粉末の種類と添加量を変化させる配
合ケースを設定した（表４のＮｏ．２～１１を参照）。
【００６８】
　次に、従来技術は、製鋼スラグ微粉末を用いない水和固化体であるため、この水和固化
体と本発明の水和固化体との違いを確認するため、水、高炉スラグ微粉末、製鋼スラグ（
粒径５ｍｍ以下、５ｍｍ超の双方とも使用）による配合ケースを比較例として設定した（
表４のＮｏ．１を参照）。
【００６９】
　なお、表４中の「製鋼スラグ微粉末の添加量」とは、高炉スラグ微粉末と製鋼スラグ微
粉末の合計の質量に対する製鋼スラグ微粉末の配合割合（質量％）のことを意味する。
【００７０】
　また、表４中の「細骨材率」とは、全骨材容積に占める細骨材（５ｍｍ以下の骨材）の
容積率を意味する。ここで、表４のＮｏ．１とＮｏ．２を例に挙げて、細骨材率の計算方
法について説明する。まず、使用している製鋼スラグ（３０－５）の表乾密度は３．０６
ｇ／ｃｍ３、製鋼スラグ（５－０）の表乾密度は２．４５ｇ／ｃｍ３ある。これは表４に
は記載していないが、事前に行った測定による実測値である。
【００７１】
　Ｎｏ．１では、製鋼スラグ（３０－５）の単位量は、１０００ｋｇ／ｍ３で、製鋼スラ
グ（５－０）の単位量は、６８６ｋｇ／ｍ３である。これを容積で表すと、製鋼スラグ（
３０－５）＝１０００／３．０６＝３２７リットル／ｍ３となり、製鋼スラグ（５－０）
＝６８６／２．４５＝２８０リットル／ｍ３となる。故に、細骨材率＝２８０／（３２７
＋２８０）×１００＝４６．１％となる。
【００７２】
　また、Ｎｏ．２では、製鋼スラグ（３０－５）の単位量は、１０１３ｋｇ／ｍ３で、製
鋼スラグ（５－０）の単位量は、６９３ｋｇ／ｍ３である。これを容積で表すと、製鋼ス
ラグ（３０－５）＝１０１３／３．０６＝３３１リットル／ｍ３となり、製鋼スラグ（５
－０）＝６９３／２．４５＝２８３リットル／ｍ３となる。故に、細骨材率＝２８３／（
３３１＋２８３）×１００＝４６．１％となる。
【００７３】
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【表４】

【００７４】
（２）製鋼スラグ微粉末の添加による流動性の改善効果
　初めに、製鋼スラグ微粉末の添加による流動性の改善効果について検討した結果につい
て説明する。
【００７５】
　図１４に、製鋼スラグ微粉末の添加量とスランプ値との関係の一例を示す。また、図１
５に、製鋼スラグ微粉末の添加の有無によるスランプの違いの一例を示す。
【００７６】
　図１４及び図１５に示すように、製鋼スラグ微粉末の添加によりフレッシュ時の水和固
化体の流動性が大きくなることがわかる。さらには、製鋼スラグ微粉末の添加量が多くな
るほど、この流動性が大きくなる効果が顕著となることもわかる。このような流動性の改
善効果により、以下の作用が期待できる。
１）同一のスランプ、すなわち、流動性を得るために必要な単位水量を削減できる（具体
的には、１０～１５％程度の単位水量の削減が期待できる）。水和固化体の強度は、単位
水量と結合材の微粉末量との比で決まるため、単位水量の削減は、コストの高い微粉末量
の削減につながり、コストダウンを図ることができる。
２）従来、流動性確保のために添加していた混和剤（ナフタレンスルホン酸系、ポリカル
ボンサン系等の界面活性剤）の使用量を抑えることが可能となり、コストダウンを図るこ
とができる。
３）単位水量の削減により、水和固化体の乾燥収縮量が低減され、乾燥収縮ひび割れの発
生抑制により、水和固化体の耐久性が向上する。
【００７７】
（３）製鋼スラグ微粉末の添加による強度特性への影響
　次に、製鋼スラグ微粉末の添加による強度特性への影響について検討した結果について
説明する。
【００７８】
　図１６に、製鋼スラグ微粉末を４３質量％添加した場合の材齢（日）と強度との関係を
示した。また、図１７に、製鋼スラグ微粉末を１００質量％（高炉スラグ微粉末を無添加
）添加した場合の材齢（日）と強度との関係を示した。
【００７９】
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　図１６に示すように、製鋼スラグ微粉末の添加量が４３質量％の場合には、製鋼スラグ
微粉末を無添加の場合と比較して、同程度の強度を示している。これに対し、図１７に示
すように、製鋼スラグ微粉末の添加量が１００質量％の場合には、製鋼スラグ微粉末を無
添加の場合と比較して、著しく強度が低下していることがわかる。従って、製鋼スラグ微
粉末の過度な添加は好ましくない。
【００８０】
　そこで、次に、製鋼スラグ微粉末の添加量について検討した。図１８及び図１９に、製
鋼スラグ微粉末の添加量と圧縮強度との関係を示す。図１８は、材齢７日目の圧縮強度を
測定した結果、図１９は、材齢２８日目の圧縮強度を測定した結果を示している。
【００８１】
　図１８及び図１９に示すように、材齢に関係なく、製鋼スラグ微粉末の添加量（製鋼ス
ラグ微粉末の高炉スラグ微粉末に対する置換率）の増大は固化体の強度の低下を誘因する
。具体的には、製鋼スラグ微粉末の添加量が５０質量％を超えると、圧縮強度の低下が顕
著となる傾向が見受けられる。そこで、水和固化体の強度を確保する観点からは、製鋼ス
ラグ微粉末の添加量は、高炉スラグ微粉末と製鋼スラグ微粉末の合計の添加量に対して５
０質量％以下とすべきと考えられる。
【００８２】
　以上、添付図面を参照しながら本発明の好適な実施形態について詳細に説明したが、本
発明はかかる例に限定されない。本発明の属する技術の分野における通常の知識を有する
者であれば、特許請求の範囲に記載された技術的思想の範疇内において、各種の変更例ま
たは修正例に想到し得ることは明らかであり、これらについても、当然に本発明の技術的
範囲に属するものと了解される。
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